
花咲スポーツ公園・新アリーナ等再整備事業計画に関する

調査特別委員会の設置について（動議）

本市議会は、花咲スポーツ公園再整備事業及びこれに関連する事業に関して、次のとおり特

別委員会を設置して、その調査を付託するものとする。

１ 名 称 花咲スポーツ公園・新アリーナ等再整備事業計画に関する調査特別委員会

２ 定 数 １５人

３ 目 的 花咲スポーツ公園再整備事業及びこれに関連する事業に関する調査を行うも

のとする。

４ 期 間 調査終了時までとし、閉会中の継続調査に付するものとする。

５ 費 用 必要に応じ、議長の承認を経て支出する。
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